
登録者本人が郵送により登録する場合 

 

登録者 □登録する印鑑 

役場（住民課） □照会・回答書を郵送（簡易書留） 

登録者 

□照会・回答書 

□登録する印鑑 

□登録者の本人確認書類（１点） 

役場（住民課） 
□印鑑登録証 

□印鑑登録証明書 

登録者  

 

 

【本人確認書類（原本を持参，コピー不可）】 

資格確認書（「資格情報のお知らせ」ではありません），介護保険の被保険者証，後期高

齢者医療資格確認書，医療福祉費受給者証（マル福・マル特），生活保護受給者証，年金

手帳，基礎年金番号通知書，年金証書，児童扶養手当証書 等 

 

回答期限が
あります！ 


